
                                  入札公告 

 
 次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
第１６７条の６第１項の規定により公告します。 
                            
  令和８年４月 10 日 
                                   
                    島根県立横田高等学校長 田中 伸洋 
 
１ 入札に付する事項 
（１）件名 
   島根県立横田高等学校ホッケー場照明設備ＬＥＤ化工事 
（２）工事の内容 
    入札説明書のとおり 
（３）履行期限 
   令和８年 8 月３1 日まで 
（４）履行場所 
      島根県立横田高等学校 
（５）予定価格 
   １７，７４０，０００円 
   （消費税及び地方消費税相当額を除く。） 
（６）入札方法 
   紙入札とする。 
   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる
ものとする。）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 
   

２ 入札に参加する者に必要な資格 
次の条件をすべて満たすものであること。 
 ①令和７〜８年度島根県建設工事等入札参加資格者名簿の「8．電気」に登録してあり、

客観点数が７００点以上の者であること。 
 ②島根県における県税の滞納がない者であること。 
 ③公告の日から入札書等提出期限までの間に、島根県の建設工事等入札参加資格者に対



する指名停止等に係る措置要綱（昭和 63 年 5 月 31 日管発第 181 号）による指名停止
を受けていないこと。 

 ④仁多郡奥出雲町または雲南市内に本支店、または営業所等を有する者であること。 
⑤平成２２年度以降、8,870,000 円以上の電気工事（改修工事を含む）を行った実績があ

ること。 
  ※詳細は入札説明書による。 
 ⑥基準を満たす主任技術者（以下「配置技術者」という。）を本件工事に配置できること。 
  ※詳細は入札説明書による。 
 ⑦地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
 ⑧障害発生時及び部品取替に速やかに対応できる者であること。 
 ⑨入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

⑩暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律
第７７号））が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、警察当
局から島根県発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでない
こと。 

 
３ 入札書の提出場所等     
（１）入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
   〒６９９−１８２１ 島根県仁多郡奥出雲町稲原２１７８−１ 
   島根県立横田高等学校 事務室               
   ＴＥＬ （０８５４）−５２−１５１１ 
   ＦＡＸ （０８５４）−５２−１５１２ 
（２）入札説明書の交付期間及び交付方法 
   本公告の日から令和８年４月 21 日（火）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

９時００分から１６時００分まで上記（１）の場所で交付する。 
（３）入札説明会 
   開催しない。 
（４）入札・開札の日時及び場所 

日 時：令和８年 5 月 11 日（月） １０時３０分 
   場 所：島根県立横田高等学校 会議室 
   その他：郵便による入札は認めない。 
 
４ その他 
（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨 
（２）入札保証金 



  島根県会計規則第６１条第２項第３号の規定により、免除する。 
（３）契約保証金 
   島根県会計規則第６９条第１項の規定により、契約金額の１００分の１０以上を納

付すること。 
   ただし、落札者が同規則第６９条の２の各号いずれかに該当する場合は免除する。 
（４）前金払 
   あり 
   契約金額の１０分の４以内 
（５）部分払い 
   なし 
（６）最低制限価格   
   設けない 
（７）工事費内訳書について 
   入札書とあわせて提出すること。 
（８）入札者に要求される事項 
      この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格確認申請書を令和

８年４月 22 日（水）１４時００分までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければ
ならない。 

      なお、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。       
（９）入札の無効 
   この公告に示した入札参加資格のないものが入札したとき、入札者が入札にあたり  

提出する書類に関し島根県立横田高等学校長から求められた説明に応じなかったとき、
その他、島根県会計規則第６３条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札
は無効とする。 

（１０）契約書作成の要否 
   作成を要する。 
（１１）落札者の決定方法 
   島根県会計規則第６２条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で、最低価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
（１２）その他 
     詳細は、入札説明書による。 


